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平成２５年１２月３日 

２５（達）第３１号 

 

○原子力機構改革検証委員会の設置について 

 

（設置目的） 

第１条 独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）は、「日

本原子力研究開発機構の改革計画（平成２５年９月２６日付け策定）」に基づ

き改革の進捗及び定着状況を検証することを目的として、原子力機構改革検証

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌業務） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につい

て検証を行う。 

(1)組織の再編及び業務運営の見直しに関する事項 

(2)事業の合理化に関する事項 

(3)安全確保、安全文化醸成に関する事項 

(4)Ｊ-ＰＡＲＣ改革に関する事項 

(5)機構改革全般と「もんじゅ」改革との整合及び調整に関する事項 

(6)前各号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める事項 

２ 前項各号に掲げる事項について、委員会は、理事長に意見具申することが

できる。 

 

（構成） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。 

 

（委員長及び委員） 

第４条 委員長及び委員は、機構外の専門家・有識者のうちから、理事長が委

嘱する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故等があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。 

 

 

（任期） 

第５条 委員長及び委員の任期は、２事業年度内の期間とする。ただし、再任

を妨げない。 
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（委員会の招集） 

第６条 委員会は、理事長の要請を受けて委員長が招集する。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ

ることができる。 

３ 委員会は、原則公開とする。 

 

（委員会の成立） 

第７条 委員会は、委員長及び委員の総数の過半数の出席をもって成立とする。 

 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は、原子力機構改革本部原子力機構改革室が行う。 

 

（廃止） 

第９条 理事長は、第２条に規定する業務を終了したと認めるときは、委員会

を廃止する。 

 

附 則 

 この達は、平成２５年１２月３日から施行する。 

 


